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会計学的思考と簿記

新　田　忠　誓

1　はじめに

　会計学と簿記との違いは，どこにあるのだろうか．このテーマについては，

これまで様々な論が展開されてきた．これらの中には，会計学は評価に関わ

る学問であり，一方，簿記学は会計学によって決められた貨幣に換算された

ものを記帳したり計算したり整理をする技術であるという見解もある1〕．と

ころで，もし簿記が会計学で決められたものを取り扱うとすれぱ，簿記の出

発点には会計学があり，簿記の対象は会計学にとって決められてしまうこと

になるであろう．ここでは，会計学あっての簿記ということになりかねない．

果たしてそうであろうか．数値に関して会計学と簿記は同じ認識なのであろ

うか．本稿は，シュマーレンバッハの拘束在高法およぴわが国の連続意見書

の低価基準の会計処理を素材として，これについて考えてみようとする．

　ところで，本稿の立場はあくまで会計学から見た場合の数値（会計数値）

の考え方での検討であり，簿記学の立場での数値（簿記数値）の検討ではな

い．従って，表題も，「簿記学」ではなく「簿記」としてこれを断っている．

2　問題の発見としてσ）シュマーレンバッハの拘束在高法

　シュマーレンバヅハの提唱した会計処理は，彼が近代的会計学＝動態論の

完成老2〕とも評価されているように，わが国の会計処理にも大きな影響を与

えたと考えられる．従って，彼の会計処理を検討することは，会計学的思考

の本質を考えるために重要なヒ．レトを提供するものと思われる．そして，棚
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卸資産の会計処理についても特徴のある手続きを提唱している．この節では，

これを紹介しながら，この中で考えられている会計学的な考え方を抽出して

みよう．

　さて，版を重ねたシュマーレンバヅハの主薯『動的貸借対照表論

（Dynamische　Bi1anz）』については，一般に旧版と新版とではその主張に差

があることは周知の事実である3〕．そして，旧版の方が，彼の本来考えてい

た会計観をよく現わしていると考えられる．本稿では彼の旧版4〕に拠って，

彼の棚錬資産の会計処理を見ていくことにしたい．

　彼は，価格に変動がある場合を前提として製造業，商業の保有する棚卸資

産の特性を次のように述べ，これを論の出発点に置いている．「それら（製造

業，商業の在庫のこと一筆者）もまた個々には市場に跳び出る準備を絶えず

しているが，即座の補充を必要としている（小売商の在庫，卸商や製造業の

品揃えされた在庫）．この場合，それらは個別には拘東されていないが全体

としては拘束されており，損益計算の見地ではこれら以外のものの拘束性と

同じ拘束性を持っている．前の期間は翌期に，価格についての期待を考慮せ

ず投機的意図無しに単に経営的な考慮から在庫を繰り越す．前の期は決算に

際し在庫無しの状態になることはできないであろうし，新しい期は在庫無し

で経営を引き継ぐことはできない．この事態は経営に常に存在している在庫

を支配しており，商的企業においても生産的経営においてもそうである．」5〕

ところで，この見解を述べた後，具体的な例により説明しているのは，商品

（勘定）（Waren・Konto）についてである．そこで，以下，彼の説明をまとめ

てみよう．

　彼は，拘束在高（gebmdene　Vorrate）即ち経常的に取扱う商品を，企業

経営上最低限心要な在高，即ち垣常在高（der　eiseme　Bestand）と，これを

超えて保有してしまった在高（以下，超過在高と称す）とに別けて6〕，それぞ

れに異なった評価基準を適用する．そして，この場合の彼の立場を次のよう

に述べている．「我々が拘束在高の性質から出発し正しい損益計算の諸原則

を適用しようとするとき，我々がその眼を損益勘定に向け，貸借対照表に向
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けないことをもう一度強調しておくことはよいことである．」7〕従って，彼は，

損益計算書上の費用が正しい利益，彼の場合当期の業績を反映する利益を算

出するように決められること，即ち，そのように拘束在高が評価されること

を求めており，貸借対照表の数値が現実の拘束在高（商品）の値を反映して

いるかどうかは問わない姿勢を取ろうとしている．

　さて，恒常在高は「経営の中に継続して存在している使用財の性質を持っ

ており，その細胞においてのみ更新し，それ自体は損耗しない」8〕ものである

から，これを損益計算に影響させない処理をすればよい．そして，ある項目

を損益計算に影響させないためには，土地と同じ様に，毎期同じ値を付せば

よい酬．その結果，超過在高がなけれぱ，当期の仕入高と当期の売上高が対

応することになる．但し，彼の場合，低価主義が適用されている実状に鑑み，

この影響を受けない（垣常在高から保有損失が計上されない）ようにできる

だけ低い価格で評価することを要求している1ω．

　以上は，期末に恒常在高しかないときの処理であるが，期末の繰越高がき

ちんとこの在高になる保証はなく，通常この在高を超えた在高（超過在高），

あるいは，この在高より少ない在高を繰り越さざるを得ないのが実状である．

それでは，これらの場合どのように処理するのであろうか．

　先ず，恒常在高に対して食い込みがあった場合は問題である．経営活動に

支障を来すからである．そこで翌期首には即座に補充しなければならない．

一方，当期から見ると，前述の』．うに極めて低い価格で繰り越されてきた在

高（垣常在高）を販売したのであるから，過大な利益を計上している．つま

り，当期の経営者は期末において食い込み分を購入（維持）しておくぺきで

あった．そうであれぱ，当期末における調達時価（これは翌期首における調

達時価でもある．なお，シュマー一レンバノハは時価（Tageswert）といって

いる11〕だけであり，調達時価といっている訳ではない．しかし，その短旨に

より調達時価としている．また，次の連続意見書の分析ではこれを意見書の

用語に従って再調達原価とし，本節ではシュマーレンバヅハの精神一時価を

付すこと一を尊重し，調達時価と表している）を当期に負担させる会計処理
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商　　　品

期首在高＝垣常在高　20個＠￥40　800売上原価　　　　　　　　　　408個23，496

当期仕入高　　　　200〃＠￥5511，OOO期末在高　　　　　　　　　　12〃

当期仕入高　　　200〃＠￥012，000　垣常在高20個＠判0　800
　　　　　　　　　　　　　　　　　　食込高　　8個＠￥62－496　　　　304

　　　　　　　　420個　　　23．800　　　　　　　　　　　　420個23，800

を行えばよい．これを簡単な例で示すと上のようになる．但し，シュマーレ

ンバッハの設例では，混合勘定で説明されているが1刎，ここでは，商品勘定

を純粋な資産勘定とし，当期の売上原価の値の計算過程が分かるようにして

ゼる．なお，日付は省略し単価等の補足情報も勘定の中に入れている．また，

期末の調達時価を，1個62円としている．

　これにより，当期の売上原価（208個売上）は

200個×＠￥55＋200個×＠￥60＋8個（食込分）×＠￥62（調達時価）＝23，496

円となり，当期中に（期末に）恒常在高を購入したら負担するであろう原価

を当期が負担する．そして，翌期に調達されたとき，上の計算で留保された

資金8個（食込分）x＠￥62（調達時価）＝496円が使用される．即ち，

　（商　　　　　品）　496　（現　　　金）　496

となり，恒常在高（20個）が維持される．上の例は，食込みの計算におい

て，恒常在高の値の範囲内にある場合であるが，シュマーレンバヅハは，食

込みが垣常在高の値の範囲を超えた場合の会計処理も示している．例えば，

14個も食込んだとしよう．この場合の食込高の値は，868円となり，800円

を超過してしまう．この場合には，超過分に見合う在庫維持引当金（Ruck・

stellung　fOr　Lagererha1tung）を設定する13〕．即ち，当期に

　（売　上　原　価）　68　（在庫維持引当金）68とし，翌期の購入時に，

　（商　　　　　品）　800（現　　　金）　868

　（在庫維持引当金）　　68

とする．ここでは，期末に，現実には商品が存在しているにも拘らず，当期

が負担すべき費用の計算のために，貸借対照表上の資産の値が，Oとなって

いること（引当金の表示の仕方によってはマイナスになること）に注目すべ
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きである．

　ところで，この在庫維持引当金を使用して，垣常在高を貸借対照表にその

まま表示することも可能である．即ち，前の商品勘定の例で示すと，

　（売上原価）　496（在曄維持引当金）　496とし，

再調達時に，（在庫維持引当金）　496（現　金）　496とする．この方法

によると，維持すべき値と不足し再調達に使用すべき資金の犬きさとが示さ

れる．ところで，このような方法を採ったとしても，計上された貸借対照表

数値，商品（恒常在高）800と在庫維持引当金496は，現実の商晶の姿（期末

の実際数値12個分）を反映していないことに注目すべきである．即ち，会計

上維持すべき商品の値と補充に要する資金の値を示しているにすぎない．決

して，商品を実物として管理する商品在高帳の値に基づいてはいない．これ

は，商品304としても同じである．

　次に，垣常在高を超えて翌期に繰り越す場合は，どのように処理するので

あろうか．いま当期から見て営業活動を反映する損益を計算しようとすれぱ，

この垣常在高を超えて翌期に繰り越す部分，超過在高を，最終の取得原価で

評価するのが合理的である．何故ならば，これにより超過在高をもたらした

最後の仕入れが中和化されるから（但し，超過在高は総て最後に仕入れられ

たとしている）．他の評価法を採れぱ，売上原価に最後の仕入価格が影響を

与えることとなり，当期の経営老に利益操作の余地を残すことにもなりかね

ない一4〕．一方，翌期の損益計算から見ると，期首の時価（前期末の時価でも

同じ）によるのが妥当である．何故ならぱ，当期の経営者はその時価で再調

達できるはずであるから．もっとも，超過在高を購入するかどうかの意思決

定の自由は剥奪されているけれども．この点については後述する．それでは，

最終取得原価と期末の時価（決算の段階では期末の時価しか利用できない）

のうち，どちらをよしとしうるのであろうか．結論からいうと，当期から見

ても，期末の時価に優位性が認められる．何故なら，時価評価により，最後

の仕入れの適切性が判定されるからである．即ち，この評価により，最後の

仕入れから翌期に繰り越す（期木）までの価格差（保有損益）が当期の損益
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商　　　品

期首在高＝垣常在高　20個＠￥40　800　売上原価　　　　　　　　　　410個23，620

当期仕入高　　　　200〃＠￥5511，OOO期末在高　　　　　　　　　　30〃

当期仕入高　　　　220〃＠￥O13，200　垣常在高20個＠￥40　800

　　　　　　　　　　　　　　　　　超過高　10〃＠￥58　580　　　　1．380

　　　　　　　　440個　　　幽　　　　　　　　　　　　440個幽

に反映されるから．これも，前の設例を，超過分が出た場合に改変した例で

示してみよう．上の例では，最後の仕入格価が1個当り60円で，期末の調達

時価が58円になったとする．

　ここで計上されている売上原価の値は，当期の売上高に対応する当期の仕

入活動に基づく原価200個×＠￥55＋210個x＠￥60＝23，600円に，値下がり

をした商品（1個当2円（60－58），10個）を購入したことに基づく損失（仕

入活動の損失一投機的損失）20円を加算した値になっている．このように，

仕入活動の良否（損益）まで当期の損益に反映させようとすれぱ，期末の調

達時価によるのが合理的である．

　ところで，シュマーレンバソハは，この調達時価を更に何バーセントか低

めた値で繰り越すことを提唱している15〕．そして，彼の論述から，その理由

として三つ読み取れる．第一は，恒常在高でも述べたように低価主義の影響

を受けないためにはなるべく低い価格で評価した方がよいという考え方であ

り16｝，第二は，「翌期が超過在高を否応なく引き受けなければならないための

調整」17〕を行おうとする考え方である．即ち，翌期にとっては，本来，恒常在

高があれぱ営業活動に支障は無く，超過在高の存在はその販売のために余計

なコストを負担することになるから，この分の調整をしておこうとするもの

であろう．これを当期から見ると，経営者がよい在庫管理をしていれば超過

在高が生じる余地は少なく，このような超過在高を生ぜしめたことは，それ

だけ在庫政策が悪かったのである．従って，在庫政策の失敗；こ対していくら

かのベナノレティを負担させるのが妥当であろうと考える．第三に，在庫の保

有による利息の問題である1副．上の例で，過大在庫が生じたということは，

それだけ企業の使用する資本が増えることになる．例えぱ上の例で，
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（商　品一超過分一）　580（借入金）　580と考えると，翌期は（暫くの

間，この在庫を抱えることになるので），この借入金の利息を負担しなけれぱ

ならない．従って，販売活動で利益を得たとしても（過犬在庫を減らす努力

をしたにも拘らず），これが利息の負担により反映されなくなる恐れがある．

よって，ある程度低めた値で繰り越すことに合理性が認められる．なお，シ

ュマーレンバッハは10バーセント低めた値で繰り越す例（上の例では，超過

高の値は522円となる）を掲げている1酬．この場合，適正な期間損益計算の

見地が拘束されている資金の利子まで取り上げていることに注目しておきた

い．即ち，売上高に対応する費用（売上原価）のみならず期間費用まで考察

の範囲に入れられている．ここでは，期間収益と期間費用の対応が問題にな

っていると解される．

　さて，以上のようなシュマーレンバッハのいわゆる拘束在高法において，

何が会計処理において問題になっているのであろうか．確かに数量，即ち垣

常在高を決定する数量が問題にされているようにみえる．しかし，最終的に

問題とされているのは当期が負担すべき費用の値の計算である．そして，貸

借対照表に計上される金額は実際の数量を反映するものにはなっていない．

即ち，実際数量に単価を掛けて得られた金額ではない．食込みがあった場合

には，恒常在高を維持するための資金を留保するための金額が問題とされ，

超過在高がある場合には，当期の経営活動が次期の損益計算に影響を与えな

いような金額の繰越しが問題になっている．決して，商品を金額として管理

することは問題となっていない．

　ところで更に，企業の立場から見た場合，垣常在高は個別の商品（品目）

ごとに決められるのであろうか．例えぱ，商業において，売上げをあげるた

めには消費者の嗜好の変化とともに取扱い商品の種類も変化させなけれぱな

らない．また，製造業において，たとえ製品を変えないとしても，それを生

産するための材料の種類を変えていくこと，否，変えざるをえないことはよ

く見られることであろう．常によりよい（コストの安い）材料を求めるのは，

利益の水準を維持するために必要な経営努力である．そうだとすると，以前
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商　　　品

期首在高　　　　　　　　　　　　　　　　　売上原価　　　　　509個　　　　　　29，690

　垣常在高口■口。　　　20個＠判0800　　　　期末在高

　趨過高（期首時価）刎　5〃＠￥50250　1，050　垣常在高α。碗　　　20個＠判0800

口1当期仕入高　　　　200〃＠￥55　　11，000　超遇高（中和化）吻　6〃＠￥60360　1，160

伽当期仕入高　　　　210〃＠￥60　　12，600

伽当期仕入高　　　　100〃＠￥62　　型

　　　　　　　　535個　　　幽　　　　　　　535個　　　30，800

の商品の例では単品を取扱っていたが，実際には売上総利益率を維持するた

めに，取扱い商品（製造業の場合には，製品そして材料の種類）を変えてい

かねぱならないであろう．そうであれぱ，垣常在高の考え方も変化し，また，

貸借対照表で商品，製品，材料項目に付せられる金額の意味も更に異なって

くると思われる．これについて，シュマーレンバッハは明自には述べていな

いけれども，商品項目を例に取って考えてみよう．

　この企業は，A商品部門の中で商売をしており，その部門の中での代替可

能な個別の商品が，消費者の需要の変化に応じて，ala・a・と変化していっ

たとする．特に商品a1は売れなくなり，これに変わって商品a。が新たな売

れ筋商品になったとしている．この場合，商品の管理上は確かに，個別の商

品al　a．a。が問題となり，またそれぞれの仕入れ先も問題となろう．しかし，

当該商品の販売においては，この商品全体の売上げ，しかも期間の売上高と

売上原価が問題≒なり，個々の商品は直接の考察の対象とならないと思う．

従って，恒常在高法を適用しようとすると，商品全体として上のような総勘

定元帳が作成されるであろう．

　上の例では，超過在高について期首在高には期首の時価，期末在高には最

終取得原価を使用している．つまり，期首に新たに取得したと仮定し，期末

には最後の仕入れが当期の損益計算に作用しないように処理している．しか

し，これまで見てきた理由によって，一定率だけ割り引いた金額で評価した

方が合理的であろう．いずれにせよ，この例では，売上原価は（5個X

＠￥50）十（200個X＠￥55）十（204個×＠￥60）十（100個×＠￥62）：29，690

円と計算され，これは当該商品にかかる当期の仕入活動を反映している．と
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ころで，この場合の垣常在高は最早，個別の商品の在高とは関係がない．こ

こでは，（当期の仕入活動の全体と販売活動とを反映するようなという意味

で）適正な利益を計算するためσ）値に過ぎない．即ち，簿記上の（商品の個

別の管理上の）数値と会計上の数値は乖離していると考えられる．そして，

この場合，垣常在高の値が示すものは，A商品群に投下されている資本の金

額は変わらないということであり，将来の損益計算のために妥当なものとい

うことである．

　以上は，シュマーレンバソハσ）拘束在高法を展開しながら考えた会計数値

の意味およぴ行き着くところである．しかし，拘束在高法は一つの会計処理

法として認められているけれども，特殊な方法であるという指摘があるかも

しれない．それでは，このような思考になる可能性のある方法がわが国でも

存在しないであろうか．これについて，低価基準の処理がこの可能性を秘め

ている．そこで，次に二れを検討してみよう．

3　連続意見書における棚卸資産の低価基準

　周知のように企業会計原貝uによれぱ，rたな卸資産の貸借対照表価額は，時

価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定するこ

とができる．」（第三一五一A）とされている．従って，低価基準は一般に受

け入れられ採用されていると考えてよい．しかしながら，原則はいかなる時

価を採用するかについて述べていない．そこで，この指針となるのが，連続

意見書第四（棚卸資産について）である．意見書（三一1）では，「正味実現

可能価額を適当である」としているが，r再調達原価をとることも認められ

る」としている．そして，再調達原価の代替として，r最終取得原価（決算日

に最も近い実際取得原価）又は売価からアフター・コストおよぴ正常利益を

差し引いた価額をとることもある」としている．ここでは，これらの様々な

価額のうち適当とされているr正味実現可能価額」が，なぜ適当とされるの

かについて考え，この過程の中で，会計学的思考について分析していこう．

　ところで，連続意見書が対象としている棚卸資産は何であろうか．先ずこ
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れを明らかにしておかねぱならない．結論からいうと，製品を前提としてい

る．それは，次のような低価法を適用する場合の資産のグループ分けの立場

から明らかである．r低価法適用上，棚卸資産の一品目ごとに原価時価比較

を行なう方法をとるか，棚卸資産の各品目を適当なグループにまとめ，グル

ープごとに原価時価比較を行なう方法をとるか，棚卸資産の全品目を一括し

て原価時価比較を行なう方法をとるかに関しては，企業の諸事情，棚卸資産

の性質等に基づき，いずれの方法をとれぱ，期間損益を最も適正に表現する

ことになるかという観点から，方法の選択を行なうべきである．たとえば，

ある製品種類に使われる材料と当該製品種類の仕掛品および製品在庫はこれ

を一グループとして低価の事実の有無を見ることが妥当である．」これは，前

に掲げた考えと軌を一にする．つまり，製品種類しかも仕掛品，材料までを

ひとまとめにした低価基準の採用が考えられていると解釈できる．そして，

これに正味実現可能価額を適用する．それでは，何故この方法が妥当性を持

つと考えられるのであろうか．

　先ず，一般的に時価として考えられる両極にある正味実現可能価額（出口

の時価）と再調達原価（入口の時価）の把握の問題およぴそれぞれの時価の

意味について考えることから始めよう．商品の場合，両方の時価を把握する

ことは簡単である．何故なら，商品は販売市場にも調達市場にも直接接して

いるから．これに対して，製品は販売市場に接しているので，正味実現可能

価額の把握は可能である．これに対して，再調達原価の把握については二つ

の可能性がある．一つは，製品の製造に要す材料，労賃それに固定資産（減

価償却費相当部分）等製造間接費を構成するものの再調達原価を求め，これ

らの費用を合計する方法である．もう一方は，当該製品の調達市場での時価

による方法である．しかし，この方法，即ちこの時価は意味がない．何故な

らば，製品の当該企業にとっての意味はこの製品を生産することであるから．

製品自体の再調達を考えることは，これを仕入れる企業にとっては意味があ

るとしても，この製品の生産を止めることを意味する2ω．従って，製品の再

調達原価を考えるときには，前者の方法が取られるべきである．
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　それでは，連続意見書はなぜ，材料，仕掛品，製品をひとまとまりとする

正味実現可能価額による評価法を採ったのであろうか．そ二で，再調達原価

を採用する場合の問題点を材料を例にして考えてみよう．既述のように，再

調達原価を計算するためには材料の評価が出発点となる．ということは，こ

の材料の存在が製品を規定することになる．つまり，この製品を生産するた

めにより安価な材料あるいは良質な材料が存在したとしても，これを無視す

ることになろう．これは不合理である．企業は絶えずより安価な材料あるい

は良質な材料を求めて活動しているからである．即ち，材料の変更は企業の

利益獲得にとって好ましいことである．そして，企業が製品を生産するのは，

この販売から利益を得るためである．従って，利益獲得能力のある製品を生

産するためには絶えず材料も変えていかねばならない．よって，出口の価格，

正味実現可能価額が付されるべき値となる．

　ここで注目すべきことは，この結果，会計上の数値が材料の個別性を問わ

なくなることである．更に，連続意見書は既述のように，製品種類（勿論こ

れに関わる仕掛品，材料も含む）を一つの単位と考えている．そして，この

一つの単位の収益獲得能力を問題としている．よって，この場合の会計学上

の数値はますます個別とは乖離する．

　最後に，正味実現可能価額で評価することの意味を考えて，この節を終わ

ることとしたい．期末にこの値で評価することは収益の認識基準として生産

基準を採ることである21〕．これは，販売基準を採用すれぱ認識されないであ

ろう損失，即ち，製造過程の損失を当期の損失として♀めに計上することを

意味している．連続意見書では当該製品に係る資産を一グノレープとしている

ので，当該製品グノレープはグノレー・プ全体として（販売時点で実現するであろ

う）利益獲得能力が低下したので，これを当期の経営老の生産活動の失敗と

して当期に負担させることになる．その結果，次期にはこの製品の販売から

利益は勿論，損失も得られないこ・と，つまり前期の生産過程の失敗を被らな

いことを意味している．これにより，次期の適正な損益計算のための値を計

上することとなる．この場合，シュマーレンバッハのように正味実現可能価
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額を更に割引きした価額で繰り越すことも可能であろう刎．しかし，これを

しないことは，そもそも製造業の利益獲得活動にとっては，生産が決定的で

あり販売は二次的である（つまり，販売は生産活動で得られた収益を実現し

ているにすぎないと）と考えているといえるのではなかろうか．

4　まとめ

　以上，企業の最も重要な資産である棚卸資産に関する会計処理のうち，恒

常在高法と連続意見書の低価法について検討したが，この二つの方法から得

られた会計上の数値の意味そして考え方は次のようにまとめられる．まず第

一に，個別の財そのもの（品目）には関心を持たないということである．資

産はひとまとまりとして認識され，このひとまとまりが収益獲得にどのよう

な意味があるかということが問題となっていた．簿記の一つの任務として財

産の管理が挙げられることがある23〕．しかし，会計学的思考では，これは問

題にならないと思う．警え一品目が取り扱われたとしても，それは利益獲得

の単位としてたまたま一品目が対象になったにすぎないと考えたい．第二に，

両会計処理に共通していることは，適正な損益計算のための合理的な資産価

額の繰り越しが間題とされる．垣常在高法においては当期の適正な損益計算

を意図していた．しかし，低価法については，この原則が“Imparit葛tsprin・

zip”（不均衡原則）とも称されているように，取得原価と時価という異なる

基準が採用されているので，当期の損益が同じ活動を反映しているとはいえ

ないであろう．

　ところで，企業会計原則はr企業が商品等の販売と役務の給付とをともに

主たる営業とする場合には，商品等の売上高と役務の給付による営業収益と

は，これを区別して記載する．」（第二　三　A）およぴr売上総利益は，売上

高から売上原価を控除して表示する．役務の給付を営業とする場合には，営

業収益から役務の費用を控除して総利益を表示する．」（第二一三一D）とし

ているが，商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合の役

務の費用は，どのように表示されるのであろうか．もし，売上高から売上原

805



（94〕　　　　一橋論叢　第110巻　碧5号　平成5年（1993年）11月号

価を控除して，売上総利益が計算され，これと，役務の給付からの営業収益

から役務の費用を控除した役務総利益とが合算されて総利益が計算されるな

らぱ，売上高と売上原価，役務収益と役務費用とは対応されてそれぞれの活

動がいわぱ独立していると考えられている．しかし，実際には，売上高と役

務収益が合算され営業収益の値が求められ，これと，売上原価と役務費用が

合算され直接対応する（個別的対応する）営業費用が計算され，当期の総利

益が計算されている1これは総利益の獲得のために，表示上ではあるが，売

上高も役務収益も期間の営業収益として同等であること，および，その犠牲

として売上原価も役務費用も同等であることを意味している．

　但し，連続意見書は，会計処理上期間的に総てを一括して同等であると考

えてはいない．即ち，低価法の適用について「全品目を一括して原価時価比

較を行なう方法は多くの場合妥当ではない．」と述べている．しかしながら，

既述のように，グノレープごとの適用はむしろ積極的に推進している．そして，

全品目を一括して原価時価比較を行う方法を認めないのは，この方法を採れ

ぱ企業の収益獲得構造，即ち取扱い商品・製品・給付が変わっても，これが

全く反映されない恐れがあるからであろう．また，実践上，ある商品・製

品・給付から他の異質な商品：製品・給付へ移行した場合，その換算（例え

ぱ，変わった商品を元の商品のいくらにあたるのかを判定すること）は不可

能になるからであろう．現実には，このような限界が存在するにせよ，会計

上の数値の決定過程，即ち，会計学的思考においては，二れまで見てきたよ

うに，資産の個別の姿から離れ，一つのまとまりとして考えようとする．こ

れは，期間の収益の獲得のために資産が一つの単位としての貢献すると考え

られていることを意味している．

　最後に，時価として，拘束在高法では時価として調達時価を考え，連続意

見書では，正味実現可能価額が妥当とされているが，この理由を分析して，

この論を結ぶこととしたい．先ず，考えられるのが双方の資産の違いである．

商品から得られる利益の主たる源泉は，販売市場（出口）と調達市場（入口）

の価格差である．従って，調達市場，即ち，調達時価を見るのは当然であろ
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う．一方，製品の利益は生産することから得られる．この場合は完成したも

のが間題であり，完成したものの市場，即ち販売市場が問題となる．そして，

この時価は勿論，正味実現可能価額である．しかし，これのみであるとは思

われない．というのは，ドイツとわが国の損益計算警の形式そして考え方に

も原因があるように恩われる．周知のように，ドイツの伝統的な損益計算書

は，総費用法といわれる方法である24）．ここでは，費用が形態別，即ち，材料

費，人件費等ととらえられている．つまり，r入口」で費用を把握する表示法

を採っている25〕．従って，「入口」の時価が問題とならざるをえない．製品，

仕掛品は期中の増減高のみが実現利益の計算のために使用される．ここでも，

製品，仕掛品（これらがひとまとまりとして把握されたとしても）が材料と

は独立に把握される必要がある．これに対して，わが国では，売上原価法が

採られている．ここでは，売上高に対応した原価の計算，つまり，販売；即

ち「出口」が問題となっている．これは，利益が得られるのは「出口」であ

ると考えていることを意味する．このような損益計算書の見方の違いが採用

される時価の琴択にも影響を与えているといえないであろうか．
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